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○ 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため

に事業主が講ずべき措置に関する指針（平成二十二年国土交通省告示第七百三号）（抄）新旧対照表

（傍線部分は改正部分）

改正案 現行

第一 （略） 第一 （略）

第二 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針 第二 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針

となるべき事項 となるべき事項

一 法第五条及び第十一条の規定による船員の育児休業申出及び介 一 法第五条及び第十一条の規定による船員の育児休業申出及び介

護休業申出に関する事項 護休業申出に関する事項

（一） 法第五条第一項ただし書及び第十一条第一項ただし書に （一） 法第五条第一項ただし書及び第十一条第一項ただし書に

規定する期間を定めて雇用される者に該当するか否かを判断す 規定する期間を定めて雇用される者に該当するか否かを判

るに当たっての事項 断するに当たっての事項

（略） （略）

イ 陸上労働者における有期労働契約の更新をしないこと（以 イ 陸上労働者における有期労働契約の雇止めの可否が争われ

下「雇止め」という。）の可否が争われた裁判例における判 た裁判例における判断の過程においては、主に次の項目に着

断の過程においては、主に次の項目に着目して、契約関係の 目して、契約関係の実態が評価されていること。

実態が評価されていること。

（イ） 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についてのい （イ） 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についての正

わゆる正規雇用労働者との同一性の有無等労働者の従 社員との同一性の有無等労働者の従事する業務の客観

資料３－５
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事する業務の客観的内容 的内容

（ロ）～（ホ） （略） （ロ）～（ホ） （略）

ロ （略） ロ （略）

ハ 陸上労働者における有期労働契約の雇止めの可否が争われ ハ 陸上労働者における有期労働契約の雇止めの可否が争われ

た裁判例においては、イ（イ）に関し、業務内容がいわゆる た裁判例においては、イ（イ）に関し、業務内容が正社員と

正規雇用労働者と同一であると認められること、又は、イ 同一であると認められること、又は、イ（ロ）に関し、労働

（ロ）に関し、労働者の地位の基幹性が認められることは、 者の地位の基幹性が認められることは、期間の定めのない契

期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至ってい 約と実質的に異ならない状態に至っているものであると認め

るものであると認められる方向に働いていると考えられるこ られる方向に働いていると考えられること。

と。

（二） 期間を定めて雇用される者が法第五条第一項各号及び第 （二） 期間を定めて雇用される者が法第五条第一項各号及び第

十一条第一項各号に定める要件を満たす船員か否かの判断 十一条第一項各号に定める要件を満たす船員か否かの判断

に当たっては、次の事項に留意すること。 に当たっては、次の事項に留意すること。

イ （略） イ （略）

（削る） ロ 法第五条第一項第二号の「その養育する子が一歳に達する

日（以下「一歳到達日」という。）を超えて引き続き雇用さ

れることが見込まれる」か否かについては、育児休業申出の

あった時点において判明している事情に基づき相当程度の雇

用継続の可能性があるか否かによって判断するものであるこ

と。例えば、育児休業申出のあった時点で、次の（イ）から

（ニ）までのいずれかに該当する船員は、原則として、相当

程度の雇用継続の可能性があると判断される場合に該当する

ものであり、（ホ）、（ヘ）又は（ト）に該当する船員は、
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原則として、相当程度の雇用継続の可能性があると判断され

る場合に該当しないものであること。ただし、雇用の継続の

見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の船員の

状況及び当該船員の過去の契約の更新状況等に基づいて判断

すべき場合もあり得ること。また、育児休業申出のあった時

点で次のいずれにも該当しない船員は、雇用の継続の見込み

に関する事業主の言動、同様の地位にある他の船員の状況及

び当該船員の過去の契約の更新状況等に基づいて判断するも

のであること。

（イ） 育児休業申出のあった時点で締結している雇入契約

等の期間の末日が一歳到達日後の日である船員

（ロ） 書面又は口頭により雇入契約等を更新する場合があ

る旨明示されている船員であって、育児休業申出のあ

った時点で締結している雇入契約等と同一の長さの期

間で契約が更新されたならばその更新後の雇入契約等

の期間の末日が一歳到達日後の日であるもの

（ハ） 書面又は口頭により雇入契約等を自動的に更新する

と明示されている船員であって、自動的に更新する回

数の上限の明示がないもの

（ニ） 書面又は口頭により雇入契約等を自動的に更新する

と明示されている船員であって、自動的に更新する回

数の上限の明示があり、当該上限まで雇入契約等が更

新された場合の期間の末日が一歳到達日後の日である
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もの

（ホ） 書面又は口頭により雇入契約等の更新回数の上限が

明示されている船員であって、当該上限まで雇入契約

等が更新された場合の期間の末日が一歳到達日以前の

日であるもの

（ヘ） 書面又は口頭により雇入契約等を更新しない旨明示

されている船員であって、育児休業申出のあった時点

で締結している雇入契約等の期間の末日が一歳到達日

以前の日であるもの

（ト） 書面又は口頭により雇入契約等を更新する場合があ

る旨明示されている船員であって、育児休業申出のあ

った時点で締結している雇入契約等と同一の長さの期

間で契約が更新されたならばその更新後の雇入契約等

の期間の末日が一歳到達日以前の日であるもの

ロ 法第五条第一項第二号の「その養育する子が一歳六か月に ハ 法第五条第一項第二号の「当該子の一歳到達日から一年を

達する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合 経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、か

にあっては、更新後のもの）が満了することが明らか」か否 つ、当該労働契約の更新がないことが明らか」か否かについ

かについては、育児休業申出のあった時点において判明して ては、育児休業申出のあった時点において判明している事情

いる事情に基づき子が一歳六か月に達する日において、当該 に基づき雇入契約等の更新がないことが確実であるか否かに

申出の時点で締結している雇入契約等が終了し、かつ、その よって判断するものであること。例えば、育児休業申出のあ

後雇入契約等の更新がないことが確実であるか否かによって った時点で次のいずれかに該当する船員は、原則として、雇

判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時 入契約等の更新がないことが確実であると判断される場合に



- 5 -

点で次のいずれかに該当する船員は、原則として、雇入契約 該当するものであること。ただし、次のいずれかに該当する

等の更新がないことが確実であると判断される場合に該当す 船員であっても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言

ること。ただし、次のいずれかに該当する船員であっても、 動、同様の地位にある他の船員の状況及び当該船員の過去の

雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にあ 契約の更新状況等から、これに該当しないものと判断される

る他の船員の状況及び当該船員の過去の契約の更新状況等か 場合もあり得ること。

ら、雇入契約等の更新がないことが確実であると判断される

場合に該当しないものと判断され、育児休業の取得に係る法

第五条第一項第二号の要件を満たすものと判断される場合も

あること。

（イ） 書面又は口頭により雇入契約等の更新回数の上限が （イ） 書面又は口頭により雇入契約等の更新回数の上限が

明示されている船員であって、当該上限まで雇入契約 明示されている船員であって、当該上限まで雇入契約

等が更新された場合の期間の末日が子が一歳六か月に 等が更新された場合の期間の末日が一歳到達日から一

達する日以前の日であるもの 年を経過する日以前の日であるもの

（ロ） 書面又は口頭により雇入契約等の更新をしない旨明 （ロ） 書面又は口頭により雇入契約等の更新をしない旨明

示されている船員であって、育児休業申出のあった時 示されている船員であって、育児休業申出のあった時

点で締結している雇入契約等の期間の末日が子が一歳 点で締結している雇入契約等の期間の末日が一歳到達

六か月に達する日以前の日であるもの 日から一年を経過する日以前の日であるもの

ハ 法第十一条第一項第二号の要件に該当するか否かについて ニ 法第十一条第一項第二号の要件に該当するか否かについて

は、ロと同様に判断するものであること。この場合におい は、ロ及びハと同様に判断するものであること。この場合に

て、「育児休業申出」とあるのは「介護休業申出」と、「子 おいて、「育児休業申出」とあるのは「介護休業申出」と、

が一歳六か月に達する日」とあるのは「介護休業開始予定日 「一歳到達日」とあるのは「九十三日経過日」と読み替える

から起算して九十三日を経過する日から六か月を経過する ものとすること。

日」と読み替えるものとすること。
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（三） 法第五条及び第十一条の規定による船員の育児休業申出 （三） 法第五条及び第十一条の規定による船員の育児休業申出及

及び介護休業申出に関する事項 び介護休業申出に関する事項

育児休業及び介護休業については、船員がこれを容易に 育児休業及び介護休業については、船員がこれを容易に取

取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、 得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則

規則が定められるべきものであることに留意すること。 が定められるべきものであることに留意すること。

二 法第十六条の二の規定による子の看護休暇及び法第十六条の五 二 法第十六条の二の規定による子の看護休暇及び法第十六条の五

の規定による介護休暇に関する事項 の規定による介護休暇に関する事項

（一）、（二） （略） （一）、（二） （略）

（三） 法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の規定に （新設）

より、労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未

満の単位での子の看護休暇又は介護休暇の取得ができない

こととなる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、

国土交通省令で定める一日未満の単位で取得することが困

難と認められる業務」とは、例えば、次に掲げるものが該

当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であ

り、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しな

いものではなく、また、これらの業務であれば困難と認め

られる業務に該当するものではないこと。

イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認

められる業務

短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な

船員以外の船員
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ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難

と認められる業務

船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業

務に従事しうる船員が少なく代替要員の確保が困難な船員

（四） 子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、船 （三） 子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、船

員の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位で 員の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又

の休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能と は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な

なるように配慮すること。 利用が可能となるように配慮するものとすること。

三 法第十九条及び第二十条の規定による深夜業の制限に関する事 三 法第十九条及び第二十条の規定による深夜業の制限に関する事

項 項

（一）～（三） （略） （一）～（三） （略）

四 （略） 四 （略）

五 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をする船員が 五 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をする船員が

雇用される事業所における船員の配置その他の雇用管理に関して 雇用される事業所における船員の配置その他の雇用管理に関して

必要な措置を講ずるに当たっての事項 必要な措置を講ずるに当たっての事項

（一） 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又 （一） 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又

は原職相当職に復帰させるよう配慮すること。 は原職相当職に復帰させることが多く行われているもので

あることに配慮すること。

（二） （略） （二） （略）
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六 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をしている船 六 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をしている船

員の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当 員の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当

たっての事項 たっての事項

（一）、（二） （略） （一）、（二） （略）

（三） 介護休業申出が円滑に行われることにより、家族の介護 （新設）

を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活と

の両立が図られるようにするため、次の事項に留意するこ

と。

イ 介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内

容、当該内容その他の仕事と介護の両立支援について事業主

が定めた事項、介護に係るサービスに関する情報について、

船員が十分に情報を得ていることが重要であること。

ロ 事業主は、介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援

制度の内容及び介護に係るサービスに関する情報に関し行政

から提供される情報も活用しつつ、イの情報について船員に

周知を行うことが望ましいこと。

ハ 事業主は、船員からの仕事と介護の両立に関する相談への

対応のための窓口をあらかじめ定めることが望ましいこと。

七 法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の 七 法第二十三条第一項の規定による所定労働時間の短縮措置又は

短縮措置又は同条第二項の規定による育児休業に関する制度に準 同条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置若し

ずる措置若しくは短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置を くは短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置を講ずるに当た

講ずるに当たっての事項 っての事項
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（一）～（三） （略） （一）～（三） （略）

八 法第二十三条第三項の規定による介護のための所定労働時間の 八 法第二十三条第三項の規定による船員が就業しつつその要介護

短縮等の措置を講ずるに当たっての事項 状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講

ずるに当たっての事項

（略） （略）

九 （略） 九 （略）

十 法第二十四条第二項の規定により、介護休業の制度又は法第二 十 法第二十四条第二項の規定により、介護休業の制度又は法第二

十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期 十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期

間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項 間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項

（一） （略） （一） （略）

（二） 次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担と （二） 次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担と

の調和を勘案し、必要な措置が講じられることが望ましい の調和を勘案し、必要な措置が講じられることが望ましい

ものであることに配慮すること。 ものであることに配慮すること。

イ 当該船員が介護する家族の発症からその症状が安定期にな イ 当該船員が介護する家族の発症からその症状が安定期にな

るまでの期間又は介護に係る施設・在宅サービスを利用する るまでの期間又は介護に係るサービスを利用することができ

ことができるまでの期間が、九十三日から法第十一条第二項 るまでの期間が、九十三日から法第十一条第二項第二号の介

第二号の介護休業日数を差し引いた日数の期間を超える場合 護休業等日数を差し引いた日数の期間を超える場合があるこ

があること。 と。

ロ 当該船員がした介護休業により法第十一条第二項第二号の ロ 当該船員がした介護休業若しくは当該船員に関して事業主

介護休業日数が九十三日に達している対象家族又は当該船員 が講じた法第二十三条第三項に定める措置により法第十一条
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に関して事業主が講じた法第二十三条第三項に定める措置に 第二項第二号の介護休業等日数が九十三日に達している対象

係る対象家族についても、再び当該船員による介護を必要と 家族又は当該船員に関して事業主が講じた法第二十三条第三

する状態となる場合があること。 項に定める措置に係る対象家族についても、再び当該船員に

よる介護を必要とする状態となる場合があること。

ハ、ニ （略） ハ、ニ （略）

ホ 当該船員が家族を介護する必要性の程度が変化することに ホ 当該船員が家族を介護する必要性の程度が変化することに

対応し、介護休業の更なる分割等、制度の弾力的な利用が可 対応し、制度の弾力的な利用が可能となることが望まれる場

能となることが望まれる場合があること。 合があること。

十一 法第二十五条の規定により、事業主が職場における育児休業 （新設）

等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置を

講ずるに当たっての事項

法第二十五条の規定に基づく事業主が職場において行われるそ

の雇用する船員に対する育児休業、介護休業その他の船員に関す

る育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律施行規則（平成三年運輸省令第三十六号。以下「則」

という。）第三十二条の二で定める制度又は措置（以下「制度

等」という。）の利用に関する言動により当該船員の就業環境が

害されること（以下「職場における育児休業等に関するハラスメ

ント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置について、

事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について

は、次のとおりであること。

（一） 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容
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イ 職場における育児休業等に関するハラスメントには、上司

又は同僚から行われる、その雇用する船員に対する制度等の

利用に関する言動により就業環境が害されるものがあるこ

と。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみ

て、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、職

場における育児休業等に関するハラスメントには該当しない

こと。

ロ 「職場」とは、事業主が雇用する船員が業務を遂行する場

所を指し、当該船員が通常乗り組んでいる船舶以外の場所で

あっても、当該船員が業務を遂行する場所については、「職

場」に含まれ、例えば、陸上の事務所等であっても、当該船

員が業務を遂行する場所であればこれに該当すること。

ハ 「船員」とは、船員法（昭和二十二年法律第百号）による

船員をいう。

また、派遣船員については、船員派遣の役務の提供を受け

る者が、その指揮命令の下に労働させるものであることか

ら、船員派遣の役務の提供を受ける者は、派遣船員について

もその雇用する船員と同様に、（二）の措置を講ずることが

望ましい。

ニ イに規定する「その雇用する船員に対する制度等の利用に

関する言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的に

は（イ）①から⑧までに掲げる制度等の利用に関する言動に

より就業環境が害されるものであること。典型的な例とし
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て、（ロ）に掲げるものがあるが、（ロ）に掲げるものは限

定列挙ではないことに留意が必要であること。

（イ） 制度等

① 育児休業（則第三十二条の二第一号関係）

② 介護休業（則第三十二条の二第二号関係）

③ 子の看護休暇（則第三十二条の二条第三号関係）

④ 介護休暇（則第三十二条の二第四号関係）

⑤ 深夜業の制限（則第三十二条の二第五号関係）

⑥ 育児のための所定労働時間の短縮措置（則第三十二条

の二第六号関係）

⑦ 短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置（則第三

十二条の二第七号関係）

⑧ 介護のための所定労働時間の短縮措置（則第三十二条

の二第八号関係）

（ロ） 典型的な例

① 解雇その他不利益な取扱い（法第十条（法第十六条、

第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を

含む。）、第二十条の二及び第二十三条の二に規定する

解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。）を示唆

するもの

船員が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相

談したこと、制度等の利用の申出等をしたこと又は制度

等の利用をしたことにより、上司が当該船員に対し、解
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雇その他不利益な取扱いを示唆すること。

② 制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するも

の

客観的にみて、言動を受けた船員の制度等の利用の申

出等又は制度等の利用が阻害されるものが該当するこ

と。

（１） 船員が制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に

相談したところ、上司が当該船員に対し、当該申出

等をしないよう言うこと。

（２） 船員が制度等の利用の申出等をしたところ、上司

が当該船員に対し、当該申出等を取り下げるよう言

うこと。

（３） 船員が制度等の利用の申出等をしたい旨を同僚に

伝えたところ、同僚が当該船員に対し、繰り返し又

は継続的に当該申出等をしないよう言うこと（当該

船員がその意に反することを当該同僚に明示してい

るにもかかわらず、更に言うことを含む。）。

（４） 船員が制度等の利用の申出等をしたところ、同僚

が当該船員に対し、繰り返し又は継続的に当該申出

等を撤回又は取下げをするよう言うこと（当該船員

がその意に反することを当該同僚に明示しているに

もかかわらず、更に言うことを含む。）。

③ 制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの
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客観的にみて、言動を受けた船員の能力の発揮や継続

就業に重大な悪影響が生じる等当該船員が就業する上で

看過できない程度の支障が生じるようなものが該当する

こと。

船員が制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚

が当該船員に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等

（嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと又は専ら

雑務に従事させることをいう。以下同じ。）をすること

（当該船員がその意に反することを当該上司又は同僚に

明示しているにもかかわらず、更に言うことを含

む。）。

（二） 事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因す

る問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメン

トを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければな

らないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする

不利益取扱い（就業環境を害する行為を含む。）について

は、既に法第十条（法第十六条、第十六条の四及び第十六

条の七において準用する場合を含む。）、第二十条の二及

び第二十三条の二で禁止されており、こうした不利益取扱

いを行わないため、当然に自らの行為の防止に努めること

が求められること。

イ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
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事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメント

に対する方針の明確化、船員に対するその方針の周知・啓発

として、次の措置を講じなければならないこと。

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場における育児

休業等に関するハラスメントの防止の効果を高めるため、そ

の発生の原因や背景について船員の理解を深めることが重要

であること。その際、職場における育児休業等に関するハラ

スメントの発生の原因や背景には、（ⅰ）育児休業等に関す

る否定的な言動（他の船員の制度等の利用の否定につながる

言動（当該船員に直接行わない言動も含む。）をいい、単な

る自らの意思の表明を除く。以下同じ。）が頻繁に行われる

など制度等の利用又は制度等の利用の申出等をしにくい職場

風土や、（ⅱ）制度等の利用ができることの職場における周

知が不十分であることなどもあると考えられること。そのた

め、これらを解消していくことが職場における育児休業等に

関するハラスメントの防止の効果を高める上で重要であるこ

とに留意することが必要であること。

（イ） 職場における育児休業等に関するハラスメントの内

容（以下「ハラスメントの内容」という。）及び育児

休業等に関する否定的な言動が職場における育児休業

等に関するハラスメントの発生の原因や背景になり得

ること（以下「ハラスメントの背景等」という。）、

職場における育児休業等に関するハラスメントがあっ
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てはならない旨の方針（以下「事業主の方針」とい

う。）並びに制度等の利用ができる旨を明確化し、管

理・監督者を含む船員に周知・啓発すること。

（事業主の方針等を明確化し、船員に周知・啓発して

いると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定め

た文書において、事業主の方針及び制度等の利用が

できる旨について規定し、当該規定と併せて、ハラ

スメントの内容及びハラスメントの背景等を、船員

に周知・啓発すること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報

又は啓発のための資料等にハラスメントの内容及び

ハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等

の利用ができる旨について記載し、配布等するこ

と。

③ ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、

事業主の方針並びに制度等の利用ができる旨を船員

に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施

すること。

（ロ） 職場における育児休業等に関するハラスメントに係

る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方

針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服

務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む
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船員に周知・啓発すること。

（対処方針を定め、船員に周知・啓発していると認め

られる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定め

た文書において、職場における育児休業等に関する

ハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規

定を定め、その内容を船員に周知・啓発すること。

② 職場における育児休業等に関するハラスメントに

係る言動を行った者は、現行の就業規則その他の職

場における服務規律等を定めた文書において定めら

れている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化

し、これを船員に周知・啓発すること。

ロ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応する

ために、船員又は船員が乗り組んでいる船舶と船員の労務管

理の事務を行う事務所との間の連絡体制等の必要な体制の整

備

事業主は、船員からの相談に対し、その内容や状況に応じ

適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、

（イ）及び（ロ）の措置を講じなければならず、また、

（ハ）の措置を講ずることが望ましいこと。

（イ） 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」とい

う。）をあらかじめ定めること。

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）
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① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。

② 相談に対応するための制度を設けること。

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。

（ロ） （イ）の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内

容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。ま

た、相談窓口においては、職場における育児休業等に

関するハラスメントが現実に生じている場合だけでな

く、その発生のおそれがある場合や、職場における育

児休業等に関するハラスメントに該当するか否か微妙

な場合等であっても、広く相談に対応し、適切な対応

を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境

を害するおそれがある場合や、職場における育児休業

等に関する否定的な言動が原因や背景となって職場に

おける育児休業等に関するハラスメントが生じるおそ

れがある場合等が考えられること。

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるよ

うにしていると認められる例）

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容

や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが

連携を図ることができる仕組みとすること。

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじ

め作成した留意点などを記載したマニュアルに基づ

き対応すること。
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（ハ） 職場における育児休業等に関するハラスメントは、

妊娠、出産等に関するハラスメント（船員に関し事業

主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因す

る問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指

針（平成二十八年国土交通省告示第○○○号）に規定

する「職場における妊娠、出産等に関するハラスメン

ト」をいう。）、セクシュアルハラスメント（船員に

関し事業主が職場における性的な言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針（平

成十九年国土交通省告示第二百七十八号）に規定する

「職場におけるセクシュアルハラスメント」をいう。

以下同じ。）その他のハラスメントと複合的に生じる

ことも想定されることから、例えば、セクシュアルハ

ラスメント等の相談窓口と一体的に職場における育児

休業等に関するハラスメントの相談窓口を設置し、一

元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

が望ましいこと。

（一元的に相談に応じることのできる体制を整備して

いると認められる例）

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、

職場における育児休業等に関するハラスメントのみ

ならず、セクシュアルハラスメント等も明示するこ

と。
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② 職場における育児休業等に関するハラスメントの

相談窓口がセクシュアルハラスメント等の相談窓口

を兼ねること。

ハ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る事後

の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメント

に係る相談の申出があった場合において、その事案に係る事

実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措

置を講じなければならないこと。

（イ） 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認するこ

と。

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認している

と認められる例）

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等

が、相談を行った船員（以下「相談者」という。）

及び職場における育児休業等に関するハラスメント

に係る言動の行為者とされる者（以下「行為者」と

いう。）の双方から事実関係を確認すること。

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する

主張に不一致があり、事実の確認が十分にできない

と認められる場合には、第三者からも事実関係を聴

取する等の措置を講ずること。

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、
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確認が困難な場合などにおいて、法第六十条第二項

の規定により読み替えて適用される法第五十二条の

五に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三

者機関に紛争処理を委ねること。

（ロ） （イ）により、職場における育児休業等に関するハ

ラスメントが生じた事実が確認できた場合において

は、速やかに被害を受けた船員（以下「被害者」とい

う。）に対する配慮のための措置を適正に行うこと。

（措置を適正に行っていると認められる例）

① 事案の内容や状況に応じ、被害者の職場環境の改

善又は迅速な制度等の利用に向けての環境整備、被

害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為

者の謝罪、管理・監督者又は事業場内産業保健スタ

ッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談

対応等の措置を講ずること。

② 法第六十条第二項の規定のより読み替えて適用さ

れる第五十二条の五に基づく調停その他中立な第三

者機関の紛争解決案に従った措置を被害者に対して

講ずること。

（ハ） （イ）により、職場における育児休業等に関するハ

ラスメントが生じた事実が確認できた場合において

は、行為者に対する措置を適正に行うこと。

（措置を適正に行っていると認められる例）
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① 就業規則その他の職場における服務規律等を定め

た文書における職場における育児休業等に関するハ

ラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対し

て必要な懲戒その他の措置を講ずること。あわせ

て、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間

の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪等の措置

を講ずること。

② 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用さ

れる法第五十二条の五に基づく調停その他中立な第

三者機関の紛争解決案に従った措置を行為者に対し

て講ずること。

（ニ） 改めて職場における育児休業等に関するハラスメン

トに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向け

た措置を講ずること。

なお、職場における育児休業等に関するハラスメン

トが生じた事実が確認できなかった場合においても、

同様の措置を講ずること。

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる

例）

① 事業主の方針、制度等の利用ができる旨及び職場

における育児休業等に関するハラスメントに係る言

動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、

社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又
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は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等する

こと。

② 船員に対して職場における育児休業等に関するハ

ラスメントに関する意識を啓発するための研修、講

習等を改めて実施すること。

ニ 職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背

景となる要因を解消するための措置

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメント

の原因や背景となる要因を解消するため、（イ）の措置を講

じなければならず、また、（ロ）の措置を講ずることが望ま

しいこと。

なお、措置を講ずるに当たっては、

（ⅰ） 職場における育児休業等に関するハラスメントの

背景には育児休業等に関する否定的な言動もある

が、当該言動の要因の一つには、船員が所定労働時

間の短縮措置を利用することで短縮分の労務提供が

できなくなること等により、周囲の船員の業務負担

が増大することもあることから、周囲の船員の業務

負担等にも配慮すること

（ⅱ） 船員の側においても、制度等の利用ができるとい

う知識を持つことや周囲と円滑なコミュニケーショ

ンを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適

切に業務を遂行していくという意識を持つこと
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のいずれも重要であることに留意することが必要である。

（イ） 業務体制の整備など、事業主や制度等の利用を行う

船員その他の船員の実情に応じ、必要な措置を講ずる

こと。

（業務体制の整備など、必要な措置を講じていると認

められる例）

① 制度等の利用を行う船員の周囲の船員への業務の

偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行

うこと。

② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。

（ロ） 船員の側においても、制度等の利用ができるという

知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーション

を図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に

業務を遂行していくという意識を持つこと等を、制度

等の利用の対象となる船員に周知・啓発することが望

ましいこと。

（周知・啓発を適切に講じていると認められる例）

① 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報

又は啓発のための資料等に、船員の側においても、

制度等の利用ができるという知識を持つことや、周

囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の

制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行してい

くという意識を持つこと等について記載し、制度等
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の利用の対象となる船員に配布等すること。

② 船員の側においても、制度等の利用ができるとい

う知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーシ

ョンを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて

適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等

について、人事部門等から制度等の利用の対象とな

る船員に周知・啓発すること。

ホ イからニまでの措置と併せて講ずべき措置

イからニまでの措置を講ずるに際しては、併せて次の措

置を講じなければならないこと。

（イ） 職場における育児休業等に関するハラスメントに係

る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等の

プライバシーに属するものであることから、相談への

対応又は当該育児休業等に関するハラスメントに係る

事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライ

バシーを保護するために必要な措置を講ずるととも

に、その旨を船員に対して周知すること。

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために

必要な措置を講じていると認められる例）

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために

必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓

口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアル

に基づき対応するものとすること。
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② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のため

に、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバ

シーを保護するために必要な措置を講じていること

を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広

報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等するこ

と。

（ロ） 船員が職場における育児休業等に関するハラスメン

トに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力し

たこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはな

らない旨を定め、船員に周知・啓発すること。

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、船員

にその周知・啓発することについて措置を講じている

と認められる例）

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定め

た文書において、船員が職場における育児休業等に

関するハラスメントに関し相談をしたこと、又は事

実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該

船員が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定

し、船員に周知・啓発をすること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報

又は啓発のための資料等に、船員が職場における育

児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこ
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と、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由と

して、当該船員が解雇等の不利益な取扱いをされな

い旨を記載し、船員に配布等すること。

十二 法第二十六条の規定により、その雇用する船員の配置の変更 十一 法第二十六条の規定により、その雇用する船員の配置の変更

で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、当 で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、当

該船員の子の養育又は家族の介護の状況に配慮するに当たっての 該船員の子の養育又は家族の介護の状況に配慮するに当たっての

事項 事項

（略） （略）

十三 法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第二十 十二 法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第二十

条の二及び第二十三条の二の規定による育児休業、介護休業、子 条の二及び第二十三条の二の規定による育児休業、介護休業、子

の看護休暇、介護休暇、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措 の看護休暇、介護休暇、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措

置等の申出等又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱い 置等の申出等又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱い

の禁止に適切に対処するに当たっての事項 の禁止に適切に対処するに当たっての事項

（略） （略）

（一） （略） （一） （略）

（二） 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次 （二） 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次

に掲げるものが該当すること。 に掲げるものが該当すること。

イ （略） イ （略）

ロ 期間を定めて雇用される者を雇止めすること。 ロ 期間を定めて雇用される者に対して、契約の更新をしない

こと。

ハ～ル （略） ハ～ル （略）
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（三） 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについて （三） 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについて

は、次の事項を勘案して判断すること。 は、次の事項を勘案して判断すること。

イ 次に掲げる場合には、育児休業又は介護休業をしている船 （新設）

員の雇止めは、不利益取扱いに当たる雇止めに該当しない可

能性が高いと考えられること。

（イ） 専ら事業縮小や担当していた業務の終了・中止等に

より、育児休業又は介護休業をしている船員を含め、

契約内容や更新回数等に照らして同様の地位にある船

員の全員を雇止めすること。

（ロ） 事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により

船員の一部を雇止めする場合であって、能力不足や勤

務不良等を理由に、育児休業又は介護休業をしている

船員を雇止めすること。ただし、この場合において、

当該能力不足や勤務不良等は、育児休業又は介護休業

の取得以前から問題とされていたことや育児休業又は

介護休業を取得したことのみをもって育児休業又は介

護休業を取得していない者よりも不利に評価したもの

ではないこと等が求められることに留意すること。

ロ～リ （略） イ～チ （略）

十四 派遣船員として就業する者に関する事項 十三 派遣船員として就業する者に関する事項

（一） 派遣船員として就業する者に対する法の規定に基づき事 派遣船員として就業する者に対する法の規定に基づき事業主が

業主が講ずべき措置については、派遣元事業主が当該事業 講ずべき措置については、派遣元が当該事業主として適用される
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主として適用されるため、派遣元事業主は、当該船員に対 ため、派遣元は、当該船員に対し、法の規定に基づく措置を適切

し、法の規定に基づく措置を適切に講ずる責任があること に講ずる責任があること及び当該措置を講ずるに当たり、派遣先

及び当該措置を講ずるに当たり、船員派遣の役務の提供を に対し、適切な配慮を行うことに留意すること。

受ける者に対し、適切な配慮を行うことに留意すること。

（二） 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、派 （新設）

遣船員として就業する者について、船員派遣の役務の提供

を受ける者が当該派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を

拒むことが該当すること。

（三） 次に掲げる場合には（二）の派遣船員として就業する者 （新設）

について、船員派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣船

員に係る船員派遣の役務の提供を拒むことに該当するこ

と。

イ 育児休業の開始までは船員派遣契約に定められた役務の提

供ができると認められるにもかかわらず、派遣中の派遣船員

が育児休業の取得を申し出たことを理由に、船員派遣の役務

の提供を受ける者が派遣元事業主に対し、当該派遣船員の交

替を求めること。

ロ 船員派遣契約に定められた役務の提供ができると認められ

るにもかかわらず、派遣中の派遣船員が子の看護休暇を取得

したことを理由に、船員派遣の役務の提供を受ける者が派遣

元事業主に対し、当該派遣船員の交替を求めること。

（四） 派遣元事業主は、派遣船員が育児休業から復帰する際に

は、当該派遣船員が就業を継続できるよう、当該派遣船員 （新設）
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の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就業機会の確保に努め

るべきであることに留意すること。


